
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
変
更
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
者
支
援
施
設
の
指
定
の
辞
退 

（　
　

同　
　

）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更 

（
道　

路　

課
）　

　

三

〇
道
路
の
供
用
開
始 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
五
件
） 

（
北
部
地
方
振
興
事
務
所
）　

　

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
公
安
委
員
会

〇
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て 

四

 
正

誤

〇
宮
城
県
公
報
第
二
一
四
三
号
中 

七

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り

告
示
す
る
。

（1）　 平成22年４月６日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2146号　　 
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事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
〇
五
九

〇
四
一
〇
二
〇
〇
五
七
〇

〇
四
一
二
八
〇
〇
一
〇
四

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
三
五

〇
四
一
五
一
〇
一
〇
六
二

〇
四
一
五
一
〇
一
〇
九
六

〇
四
一
五
一
〇
一
一
〇
四

〇
四
一
五
一
〇
一
〇
八
八

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
九
七

〇
四
一
五
四
〇
〇
七
八
七

〇
四
二
二
七
〇
〇
三
八
五

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

第
二
ひ
た
か
み
園

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
三

十
二－

二

つ
く
し

石
巻
市
鹿
又
字
扇
平
百

四
十－

三

や
く
ら
い
ア
ッ
ト
ハ
ウ

ス加
美
郡
加
美
町
字
上
野

目
薬
師
堂
二
十
番
地

こ
ま
く
さ
苑

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
神

明
町
二
番
十
号

セ
ン
ト
ケ
ア
旭
ヶ
丘

仙
台
市
青
葉
区
旭
ヶ
丘

三
丁
目
二
十
四
番
七
号

と
ち
の
き

仙
台
市
青
葉
区
錦
町
一

丁
目
三
番
九
号

国
見
は
げ
み
ホ
ー
ム

仙
台
市
青
葉
区
国
見
五

丁
目
九
番
四
十
号

ウ
エ
ッ
ク
一
番
町
ケ
ア

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町

一
丁
目
一
番
三
十
号
南

町
通
有
楽
館
ビ
ル
５
階

わ
ら
し
べ
舎
西
多
賀
工

房仙
台
市
太
白
区
西
多
賀

三
丁
目
一
番
二
十
五
号

訪
問
介
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
け
あ
ふ
る

仙
台
市
太
白
区
三
神
峯

二
丁
目
一
番
五
十
三
号

僕
の
家　

私
の
家

富
谷
町
太
子
堂
一
丁
目

十
四
番
二
号

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

生
活
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型生
活
介
護

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

生
活
介
護

生
活
介
護

居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

生
活
介
護

就
労
継
続
支
援
Ｂ

型居
宅
介
護
、
重
度

訪
問
介
護

共
同
生
活
介
護

共
同
生
活
援
助

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

加
美
町

社
会
福
祉
法
人

な
の
は
な
会

セ
ン
ト
ケ
ア
東

北
株
式
会
社

社
会
福
祉
法
人

仙
台
市
手
を
つ

な
ぐ
育
成
会

社
会
福
祉
法
人

仙
台
は
げ
み
の

会株
式
会
社
ウ
エ

ル
シ
ス
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ

社
会
福
祉
法
人

わ
ら
し
べ
舎

株
式
会
社
Ｍ
Ｉ

Ｃ特
定
非
営
利
活

動
法
人
幸
創

指
定
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日



　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
指
定
障
害
者
支
援
施
設
が

次
の
と
お
り
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
五
日

二　

商
号
又
は
名
称
等
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事　
業　
所　
番　
号

〇
四
一
五
二
〇
〇
五
八
三

設　
置　
者　
名

特
定
非
営
利
活
動
法

人
フ
ル
ハ
ウ
ス

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

変
更
前

変
更
後

フ
ル
ハ
ウ
ス

仙
台
市
宮
城
野
区
松
岡
町
十

七－

一

コ
ッ
ペ

仙
台
市
宮
城
野
区
松
岡
町
十

七－

一

変
更
年
月
日

平
成
二
十
二
年

四
月
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
二
八
〇
〇
〇
六
二

〇
四
一
五
二
〇
〇
五
八
三

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

加
美
町
障
害
者
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー

加
美
郡
加
美
町
字
穴
畑

五
十
九－

一

フ
ル
ハ
ウ
ス

仙
台
市
泉
区
南
光
台
東

三
丁
目
十
一
番
三
十
五

号

廃
止
し
た
指
定

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

自
立
訓
練
（
生
活
訓

練
） 

生
活
介
護 

設
置
者
名

加
美
町

特
定
非
営
利

活
動
法
人
フ

ル
ハ
ウ
ス

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

事

業

所

番

号

〇
四
一
〇
二
〇
〇
〇
五
九

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

第
二
ひ
た
か
み
園

石
巻
市
蛇
田
字
小
斎
三
十
二－

二

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

石
巻
祥
心
会

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

〇
四
一
五
一
〇
〇
六
三
五

〇
四
一
五
四
〇
〇
五
九
七

こ
ま
く
さ
苑

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
神
明
町
二
番
十
号

わ
ら
し
べ
舎
西
多
賀
工
房

仙
台
市
太
白
区
西
多
賀
三
丁
目
一
番
二
十
五

号

社
会
福
祉
法
人

な
の
は
な
会

社
会
福
祉
法
人

わ
ら
し
べ
舎

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

平
成
二
十
二
年

三
月
三
十
一
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
保
志
工

務
店
額
田　

健

北
都
ハ
ウ
ス
工
業

株
式
会
社

巽　

國
雄

有
限
会
社
佐
藤
設

備佐
藤　

仁

有
限
会
社
梅
津
工

務
店
梅
津　

一
郎

有
限
会
社
大
場

ボ
ー
リ
ン
グ

大
場　

一
正

丸
山
建
設
株
式
会

社佐
藤　

義
信

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

角
田
市
藤
田
字
寺
岡
百
十

七仙
台
市
太
白
区
ひ
よ
り
台

二
十
五－

八

東
松
島
市
赤
井
字
関
の
内

四
号
三
百
五
十
九－

三

登
米
市
南
方
町
太
田
百
七

十
四

栗
原
市
築
館
字
萩
沢
加
倉

百
四
十
二

刈
田
郡
蔵
王
町
遠
刈
田
温

泉
字
七
日
原
五
百
七
十
三

－
百
二

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
八

第
二
千
五
百
二

十
八
号

般
・
特－

十
七

第
五
千
八
百
六

十
三
号

般－

二
十
一

第
七
千
七
百
五

十
号

般－

十
七

第
一
万
二
千
七

百
三
十
六
号

般－

十
九

第
一
万
四
千
八

百
六
十
一
号

般
・
特－

二
十

第
一
万
五
千
二

百
七
十
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

ほ
装
工
事
業

一
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

管
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

さ
く
井
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

防
水
工
事
業

一
般
建
設
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
五
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
五
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
八
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
十
二
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
五
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
十
一
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土

木
事
務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

く
り
こ
ま
高
原
停
車
場
伊
豆
沼
線

三　

道
路
の
区
域

 

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
供
用
を

開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
六
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
仙
台
土

木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
市
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
大
堰
頭
首
工
地
区
）
の
施
行
に
平
成
二
十
二
年
三
月
十
五

日
同
意
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
同
意
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
市
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
桑
折
江
頭
首
工
地
区
）
の
施
行
に
平
成
二
十
二
年
三
月
十

五
日
同
意
し
た
。
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有
限
会
社
シ
ー
サ

ポ
ー
ツ

庄
司　

良
広

東
北
公
栄
株
式
会

社吉
川　

幹
夫

株
式
会
社
匠
・
Ｓ

Ａ
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｉ

佐
々
木　

義
孝

有
限
会
社
一
興
業

宇
佐
美　

洋
一

仙
台
シ
テ
ィ
プ
ロ

パ
テ
ィ
ー
ズ

阿
部　

淳

仙
台
市
宮
城
野
区
鶴
巻
二

丁
目
三－

二
十
九

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
二
丁

目
三－

七－

三
百
三

仙
台
市
太
白
区
八
木
山
本

町
二
丁
目
六－

三

仙
台
市
泉
区
松
森
字
内
町

八
十－
四

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二

丁
目
十－

二
十
六

般－

十
九

第
一
万
六
千
六

百
七
十
九
号

般－

十
七

第
一
万
七
千
五

百
七
十
九
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
六

百
八
十
九
号

般－

十
八

第
一
万
七
千
七

百
二
十
四
号

般－
十
九

第
一
万
八
千
三

十
一
号

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

電
気
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
二
年

 

三
月
四
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
九
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
八
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
十
日

平
成
二
十
二
年

 

三
月
九
日

変　

更　

の　

区　

間

栗
原
市
志
波
姫
新
熊
谷
二
四
八
番
地
先
か
ら

変
更
の

前　

後
前

敷

地

の

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
・
四
〜

 

一
三
・
八

敷

地

の

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

　
 

四
〇
・
三

同
市
志
波
姫
新
熊
谷
二
四
六
番
一
地
先
ま
で

栗
原
市
志
波
姫
新
熊
谷
二
四
八
番
地
先
か
ら

同
市
志
波
姫
新
熊
谷
三
五
八
番
一
地
先
ま
で

後前後

一
三
・
四
〜

 

一
四
・
六

　
　
　

一
四
・
六
〜

 

三
三
・
四

　
 

四
〇
・
三

　
　
　

 

二
五
三
・
八

道

路

の

種

類

県

道

県

道

路

線

名

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

塩
釜
七
ヶ
浜

多
賀
城
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
野
山
五
番
二
七
七
地
先
か
ら

同
郡
同
町
吉
田
浜
字
野
山
五
番
二
七
七
地
先
ま
で

宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
吉
田
浜
字
宮
前
二
九
番
一
地
先
か
ら

同
郡
同
町
吉
田
浜
字
宮
前
一
一
番
一
地
先
ま
で

供
用
開
始
年
月
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
六
日

平
成
二
十
二
年

 

四
月
六
日



　

な
お
、
こ
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
同
意
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
大
崎
市
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
三
丁
目
頭
首
工
地
区
）
の
施
行
に
平
成
二
十
二
年
三
月
十

五
日
同
意
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
同
意
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
加
美
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
上
川
原
頭
首
工
地
区
）
の
施
行
に
平
成
二
十
二
年
三
月
十

五
日
同
意
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
同
意
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
美
里
町
が
行
う
土
地
改
良
事
業
（
鳴
瀬
川
下
流
頭
首
工
地
区
）
の
施
行
に
平
成
二
十
二
年
三

月
十
五
日
同
意
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
同
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
同
意
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
北
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

所　

長　
　

高　
　

橋　
　

幸　
　

夫　
　
　

 
公

告

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
四
月
六
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

公
安
委
員
会

 

第2146号　平成22年４月６日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

宮
城
郡
松
島
町
幡
谷
字
新
田
五
番
一
、
五
番
六
、
十
二

番
六
十
九
、
二
十
番
、
五
十
六
番
及
び
五
十
六
番
地
先
道

の
各
一
部

 

松
島
町　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
48号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
38条

、
少
年
指
導
委

員
規
則
（
昭
和
60年

国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
及
び
少
年
指
導
委
員
運
営
規
程
（
昭
和
60年

宮
城
県
公

安
委
員
会
規
程
第
１
号
）
第
３
条
に
規
定
す
る
少
年
指
導
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
。

　
な
お
、
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て
（
平
成
18年

宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
81号

）、
少
年
指
導
委
員
の
告

示
に
つ
い
て
（
平
成
18年

宮
城
県
公
安
委
員
会
第
186号

）、
少
年
指
導
委
員
の
告
示
（
平
成
19年

宮
城
県
公
安
委
員
会

告
示
第
50号

）、
少
年
指
導
委
員
の
告
示
（
平
成
21年

宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
103号

）
は
廃
止
す
る
。

　
　
平
成
22年

４
月
６
日

 
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
畠
山
　
英
子
　
　

少
年
指
導
委
員
の
氏
名
及
び
住
所

 活
動
区
域

仙
台
市
青
葉
区
立
町
５
番
５
号
805

大
久
保
　
　
　
妙

警
察
署
の
名
称
、
位
置

及
び
管
轄
区
域
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
29年

宮

城
県
条
例
第
32号

。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）

別
表
に
規
定
す
る
宮
城

県
仙
台
中
央
警
察
署
の

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
９
番
２
号

遠
藤
　

毅

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目
11番

２
号

林
　

孝
子

仙
台
市
青
葉
区
大
町
二
丁
目
15番

40号
山
口
哲
男
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仙
台
市
青
葉
区
大
町
一
丁
目
１
番
22号

庄
子
　

博
管
轄
区
域

仙
台
市
青
葉
区
角
五
郎
一
丁
目
１
番
11号

吉
田
潤
一

仙
台
市
泉
区
寺
岡
二
丁
目
９
番
９
号

阿
　
部
　
馨
一
郎

仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
７
番
14号

601
竹
田
英
子

仙
台
市
青
葉
区
立
町
21番

５
号
901

兵
庫
淑
子

仙
台
市
青
葉
区
立
町
５
番
５
号
605

小
野
寺
　
　
　
縁

仙
台
市
若
林
区
清
水
小
路
１
番
地
の
１

鈴
木
亮
一

仙
台
市
若
林
区
新
寺
一
丁
目
６
番
８
号
1002

横
内
朝
子

仙
台
市
泉
区
黒
松
一
丁
目
12番

11号
202

小
屋
広
和

仙
台
市
青
葉
区
国
見
ヶ
丘
六
丁
目
124番

８
号

久
保
田
　
　
　
實

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
四
丁
目
10番

16号
梅
原
　

衛

仙
台
市
青
葉
区
荒
巻
字
青
葉
694番

地
の
３

大
　
場
　
富
美
子

仙
台
市
若
林
区
沖
野
七
丁
目
39番

75号
菅
原
裕
順

仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
１
番
45号

209
田
中
耕
一

仙
台
市
青
葉
区
川
内
亀
岡
町
66番

地
の
１

渡
辺
俊
子

仙
台
市
青
葉
区
梅
田
町
１
番
58号

伊
藤
博
司

 仙
台
市
若
林
区
一
本
杉
町
26番

35号
相
澤
雅
子

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
南
警
察
署

の
管
轄
区
域

 仙
台
市
太
白
区
四
郎
丸
字
吹
上
69番

地
の
１

玉
川
金
嘉

 仙
台
市
太
白
区
秋
保
町
湯
元
字
薬
師
99番

地
山
尾
運
章

 仙
台
市
太
白
区
中
田
三
丁
目
１
番
40号

鈴
木
宏
一

仙
台
市
若
林
区
荒
町
133番

地
の
13

松
本
 

廣

仙
台
市
太
白
区
郡
山
六
丁
目
３
番
５
－
７
号

西
　
村
　
由
起
子

仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
梨
野
西
22番

地
の
３

沼
　
田
　
惠
美
子

仙
台
市
青
葉
区
八
幡
一
丁
目
８
番
17号

玉
生
照
明

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
北
警
察
署

の
管
轄
区
域

仙
台
市
青
葉
区
水
の
森
二
丁
目
17番

23号
澁
谷
佳
宏

仙
台
市
青
葉
区
川
平
一
丁
目
10番

10号
郷
　
古
　
み
ち
子

仙
台
市
青
葉
区
吉
成
台
一
丁
目
８
番
17号

中
鉢
敦
子

仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
二
丁
目
５
番
52号

小
野
雅
司

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
東
警
察
署

の
管
轄
区
域

仙
台
市
宮
城
野
区
小
田
原
一
丁
目
７
番
20号

大
津
優
子

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
鴻
巣
６
番
地
の
１

森
　

妙
子

仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
一
丁
目
12番

14号
米
倉
啓
子

仙
台
市
宮
城
野
区
東
仙
台
一
丁
目
５
番
52号

熊
谷
正
志

仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
中
江
北
１
番
地
の
９

久
冨
惠
子

仙
台
市
若
林
区
六
丁
の
目
北
町
７
番
１
号

遠
　
藤
　
美
代
子

仙
台
市
宮
城
野
区
白
鳥
二
丁
目
22番

19号
加
　
藤
　
け
い
子

仙
台
市
泉
区
南
光
台
六
丁
目
19番

37号
小
松
　

肇
条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
泉
警
察
署
の
管

轄
区
域

仙
台
市
泉
区
加
茂
一
丁
目
43番

地
の
２

佐
々
木
　
美
保
子

仙
台
市
泉
区
野
村
字
西
原
38番

地
の
１

若
生
正
吉

仙
台
市
泉
区
泉
ヶ
丘
二
丁
目
16番

27号
桂
　
島
　
多
利
男

仙
台
市
泉
区
大
沢
二
丁
目
９
番
地
の
２

相
澤
　

強
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仙
台
市
泉
区
虹
の
丘
一
丁
目
４
番
地
の
５

�
橋

宏
子

塩
竈
市
桜
ヶ
丘
２
番
19号

菅
原
周
一

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
の

管
轄
区
域

七
ヶ
浜
町
字
東
宮
浜
字
鶴
ヶ
湊
42番

地
の
１

鈴
木
安
子

多
賀
城
市
伝
上
山
三
丁
目
16番

22号
斎
藤
晴
美

多
賀
城
市
八
幡
四
丁
目
７
番
５
号

鈴
木
邦
彦

利
府
町
神
谷
沢
字
後
沢
47番

地
の
18

貝
山
昭
子

塩
竈
市
尾
島
町
27番

27号
狭
間
　

識

塩
竈
市
中
の
島
４
番
１
号

武
石
繁
雄

多
賀
城
市
中
央
二
丁
目
11番

20号
松
田
孝
昭

名
取
市
大
手
町
三
丁
目
516番

12号
庄
司
貞
夫

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域

名
取
市
増
田
九
丁
目
２
番
22号

庄
司
榮
子

大
和
町
吉
岡
南
一
丁
目
35番

地
の
５

�
橋

壽
昭

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
和
警
察
署
の

管
轄
区
域

富
谷
町
志
戸
田
字
野
田
31番

地
４

堀
籠
直
子

石
巻
市
清
水
町
二
丁
目
14番

28号
保
積
克
彦

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
石
巻
警
察
署
の

管
轄
区
域

石
巻
市
開
北
一
丁
目
９
番
29号

福
村
　

勉

石
巻
市
前
谷
地
字
樋
口
40番

地
１

阿
部
俊
一

石
巻
市
広
渕
字
窪
田
35番

地
八
木
和
広

東
松
島
市
赤
井
字
七
反
谷
地
287番

地
氏
家
國
昭

石
巻
市
塩
富
町
二
丁
目
５
番
72号

畑
　
山
　
ふ
さ
子

石
巻
市
住
吉
町
二
丁
目
２
番
２
号

佐
藤
文
廣

石
巻
市
南
中
里
三
丁
目
３
番
15号

渡
邉
正
一

東
松
島
市
赤
井
字
舘
前
117番

地
１

土
井
健
雄

石
巻
市
貞
山
一
丁
目
15番

13－
８
号

田
　
村
　
百
合
子

気
仙
沼
市
本
浜
町
一
丁
目
６
番
20号

伊
藤
克
人

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署

の
管
轄
区
域

気
仙
沼
市
沢
田
３
番
１
号

幡
野
玲
子

気
仙
沼
市
岩
月
千
岩
田
245番

地
２

齋
藤
泰
子

登
米
市
迫
町
佐
沼
字
錦
33番

地
吉
田
恵
子

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
佐
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域

登
米
市
中
田
町
浅
水
字
駒
形
123番

地
４

羽
生
　

進

登
米
市
登
米
町
寺
池
前
舟
橋
90番

地
尾
形
勝
徳

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
登
米
警
察
署
の

管
轄
区
域

登
米
市
津
山
町
柳
津
字
本
町
79番

地
３

林
　

三
治

石
巻
市
飯
野
字
宮
下
南
117番

地
山

�
佳

彦
条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
河
北
警
察
署
の

管
轄
区
域

石
巻
市
北
上
町
女
川
字
蔵
和
田
45番

地
今
　
野
　
千
代
以

南
三
陸
町
入
谷
字
桜
葉
沢
401番

地
菅
原
民
子

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
南
三
陸
警
察
署

の
管
轄
区
域

南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
15番

地
の
119

佐
　
藤
　
ふ
み
ゑ

大
崎
市
古
川
大
宮
二
丁
目
６
番
30号

我
妻
初
子

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
古
川
警
察
署
の

管
轄
区
域

大
崎
市
古
川
栄
町
２
番
21号

浅
野
拓
志

大
崎
市
田
尻
字
町
16番

２
号

嶋
田
穎
夫

大
崎
市
古
川
若
葉
町
一
丁
目
12番

１
号

小
池
孝
一

大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
阿
久
戸
１
番
地

遠
山
　

昇

大
崎
市
古
川
馬
櫛
字
不
動
２
番
地

鈴
木
和
江
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涌
谷
町
涌
谷
字
小
人
町
17番

地
平
塚
信
志

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
遠
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

美
里
町
北
浦
字
山
前
１
番
地
97

渡
　
辺
　
恵
里
子

栗
原
市
若
柳
字
川
南
町
浦
96番

地
荘
司
大
功

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
柳
警
察
署
の

管
轄
区
域

栗
原
市
栗
駒
稲
屋
敷
坂
下
34番

地
関
川
吉
朗

栗
原
市
築
館
字
下
宮
野
28番

地
三
浦
文
夫

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
築
館
警
察
署
の

管
轄
区
域

栗
原
市
高
清
水
要
の
森
79番

地
真
山
信
治

大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
蟹
沢
18番

地
１

�
橋

陽
子

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
鳴
子
警
察
署
の

管
轄
区
域

大
崎
市
岩
出
山
字
東
川
原
10番

地
17

千
葉
善
昭

加
美
町
字
岡
町
41番

地
佐
藤
長
栄

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
加
美
警
察
署
の

管
轄
区
域

色
麻
町
高
城
字
上
の
原
47番

地
３

佐
々
木
　
み
ね
子

大
河
原
町
字
東
新
町
21番

地
６

酒
井
勝
久

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
河
原
警
察
署

の
管
轄
区
域

柴
田
町
上
名
生
字
新
大
原
141番

地
２

加
茂
康
子

川
崎
町
大
字
本
砂
金
字
道
畑
15番

地
沼
田
善
春

大
河
原
町
字
荒
町
59番

地
１

佐
藤
茂
嘉

柴
田
町
船
岡
中
央
三
丁
目
10番

13号
武
藤
和
枝

村
田
町
大
字
足
立
字
寺
入
４
番
地
３

小
室
　

正

白
石
市
越
河
平
字
久
保
４
番
地

半
澤
勝
雄

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
白
石
警
察
署
の

管
轄
区
域

白
石
市
字
西
益
岡
町
８
番
７
号

齋
藤
ミ
ホ

白
石
市
字
堂
場
前
145番

地
山
�
正
三

丸
森
町
小
斎
字
小
佐
田
78番

地
齋
藤
謙
一

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
角
田
警
察
署
の

角
田
市
横
倉
字
明
地
198番

地
１

齋
藤
賢
一

管
轄
区
域

亘
理
町
逢
隈
田
沢
字
堰
下
205番

地
三
品
信
夫

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
亘
理
警
察
署
の

管
轄
区
域

亘
理
町
字
倉
庭
39番

地
３

半
田
 

�

ペ
ー
ジ

一
三

段下

行一
五

一
六

正

新
町
小
牛
田
停
車
場
線

小
牛
田
停
車
場
松
山
線

　
　
　
　
　
　
　

誤

新
町
小
牛
田
駅
停
車
場
線

小
牛
田
駅
停
車
場
松
山
線


